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扶養控除等申告書の電子データ保存も可能に

所轄税務署長への申請等により電子データ保存が可能

11月に入りますと「平成 30 年分給与所得者の扶養控除等申告書（以下,扶養控除等申告書）」の配布等を進め
ている会社も多くなってきます。この扶養控除等申告書は、現状紙ベースで保存するのが一般的です。 

ところが、『源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関する特例制度』の適用を

受ければ、従業員から提供される「扶養控除等申告書に記載すべき事項」を，会社側が「電子データ」で保存す

ることが認められます。この制度の適用を受けるためには「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的

方法による提供の申請書」を提出し所轄税務署長から承認を受ける必要があります。 

改正後の「配偶者控除等申告書」も特例の対象

この特例は 29年度改正によりその名称が変更された「給与所得者の配偶者控除等申告書（変更前：給与所得者

の配偶者特別控除申告書）も対象となっています。 

申請書の承認は「みなし承認」・提出期限は特に定め無し

上記のようにこの制度の適用を受けるためには所轄税務署長からの承認を受けることが必要ですが、承認申請

書を提出した月の翌月末日までに承認又は承認しないことの決定通知がなければ、承認があったものとみなされ

る、いわゆる「みなし承認」となっています。また、承認申請書の提出期限は設けられていません。一度承認を

受ければ、取りやめに関する届出書を提出しない限り継続します。 

つまり、平成 30 年分の扶養控除等申告書についてこの制度の適用を受けるためには、11 月末日までにこの申

請書を所轄税務署長に提出しなければならないので注意が必要です。 

紙資源・スペース削減の観点から、電子データ保存はこれからますます増えていくものと思われます。 

（文責：山岸） 
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https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/6089_01.htm
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１日と１５日の月２回、経営に役立つ情報をお届けします。 


